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件  名  

会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由  

学校職員の給与に関する条例の改正に伴う給料表の引上げを踏まえ、会計年度

任用学校職員の報酬計算の基礎となる報酬基準額を改定するため、会計年度任用

学校職員の報酬等に関する規則の一部を別紙のとおり改正したいので、審議願い

ます。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

会計年度任用学校職員の報酬等に関し、必要な事項を定めるもの 

 

２ 改正の内容 

学校職員の給料表の引上げを踏まえ、会計年度任用学校職員の報酬計算の 

基礎となる、報酬基準額を改定する。 

 

第９０号議案 

（教職員課） 
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３ 施行期日 

令和５年４月１日 



 会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表                      （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則 

 

第一条～第十二条 （略） 

 

会計年度任用学校職員の報酬等に関する規則 

 

第一条～第十二条 （略） 

 

別表第１（第２条関係） 

 

普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状

報酬基準額 397,447円 320,354円 361,999円 285,211円 359,662円 283,586円 416,644円

備考
  １　この表において「特別非常勤講師」とは、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第３条の２に規定する非常勤
　　の講師をいう。
　２　この表の適用を受ける非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）の任用時に有する各相当学校の教員の相当
　　免許状が、教育職員免許法第４条第２項に規定する普通免許状であるときは普通免許状欄を、同条第４項に規定する臨時
　　免許状であるときは臨時免許状欄をそれぞれ適用する。
　３　特別支援学校の特別非常勤講師については、特別支援学校の普通免許状欄を適用する。

報酬基準額表

区分

非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）

高等学校の特別
非常勤講師

高等学校 特別支援学校
小学校、中学校及び

義務教育学校

 
 

別表第１（第２条関係） 

 

普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状

報酬基準額 397,447円 320,354円 361,999円 284,601円 359,662円 282,672円 416,644円

備考
  １　この表において「特別非常勤講師」とは、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第３条の２に規定する非常勤
　　の講師をいう。
　２　この表の適用を受ける非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）の任用時に有する各相当学校の教員の相当
　　免許状が、教育職員免許法第４条第２項に規定する普通免許状であるときは普通免許状欄を、同条第４項に規定する臨時
　　免許状であるときは臨時免許状欄をそれぞれ適用する。
　３　特別支援学校の特別非常勤講師については、特別支援学校の普通免許状欄を適用する。

報酬基準額表

区分

非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）

高等学校の特別
非常勤講師

高等学校 特別支援学校
小学校、中学校及び

義務教育学校

 

別表第２・別表第３ （略） 

 

別表第２・別表第３ （略） 
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別表第１（第２条関係）

普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状 普通免許状 臨時免許状

報酬基準額 397,447円 320,354円 361,999円 285,211円 359,662円 283,586円 416,644円

備考
  １　この表において「特別非常勤講師」とは、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第３条の２に規定する非常勤
　　の講師をいう。
　２　この表の適用を受ける非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）の任用時に有する各相当学校の教員の相当
　　免許状が、教育職員免許法第４条第２項に規定する普通免許状であるときは普通免許状欄を、同条第４項に規定する臨時
　　免許状であるときは臨時免許状欄をそれぞれ適用する。
　３　特別支援学校の特別非常勤講師については、特別支援学校の普通免許状欄を適用する。

報酬基準額表

区分

非常勤の講師（高等学校の特別非常勤講師を除く。）

高等学校の特別
非常勤講師

高等学校 特別支援学校
小学校、中学校及び

義務教育学校
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